
回 覧  
 

◆アライグマ安全防除講習について（お知らせ）◆ 

 

特定外来生物法（正式名：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律）に基づき、安全かつ効果的にアライグマの捕獲防除を行うことを目的とした講

習会を、毎年実施しておりました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、感染のリスクを回避するため、

今年度は講習会の実施を断念し、個別対応とさせていただきます。 

つきましては、新たにアライグマ安全防除講習の受講を希望される方を対象に個別

対応させていただきますので、ご希望の方は産業観光課 林業振興係までお問い合わ

せください。 

なお、前回講習から５年が経過し更新が必要となる方については、６月に個別にご

案内を差し上げておりますので、期限内に更新のお手続きをお願いします。 

 

対 象 者：アライグマ安全防除講習の受講を希望される方（新規） 

内  容：捕獲に関する基礎知識、わなの設置方法および捕獲物の処理方法 

受付期間：令和４年７月１日（金）～８月１日（月）８：３０～１７：00 

※土日祝日は除く 

講 習 料：無料 

  受講場所：産業観光課内にておこないます。 

そ の 他：印鑑をご持参ください。 

※事前に予約をお願いします。 

 

 

 

 

 

≪お問い合わせ≫ 

かつらぎ町産業観光課 林業振興係 

TEL：０７３６－２２－０３００（代表） 

MAIL：sankan-ringyo@town.katsuragi.wakayama.jp 


